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養徳器成 
「徳を養い器成す」これが本園における養育の根本にある理念である。

徳とは何か。養徳園の創設者である野沢益治は、子どもにもわかるよう

に「明るく、素直に、温かく」とおっしゃっていた。子ども一人ひとり

の権利擁護に努め、明るい心、素直な心、温かい心を育てることで、人

格の涵養に努め、ひいては望ましい社会人として社会に送り出していく

こと。これが野沢益治が目指したものであった。 

 

援助目標 

“明るく、素直に、あたたかく”をモットーに、あいさつを大切にし、すべての児童が将来望ま

しい社会人になるよう援助する。 

 

援助の基本方針  

一 児童福祉法及び児童憲章、子どもの権利に関する条約の理念を理解し、常に子ども

の最善の利益を考慮した援助に努める。 

一 家庭崩壊等で精神的ダメージを受けている現状を鑑み、子ども一人一人の共感的理

解に努める。 

一 本園が子どもの精神的安定の場となるよう、職員と子どもとの関係性を重視し、家庭的

養護の推進に努める。 

一 子どもとかかわり続ける方針の下、退所後の援助にも心を砕き、子どもの社会的自立

を支援する。 

一 地域とのかかわりを重視し、地域の養育力を最大限生かした援助に努める。 
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職員に求められること 

求められる人間性 

子どもと共に生活をすることによって、児童の生命を守り人権を擁護する強い決意とともに、『人間の

尊厳』を願って、自らも専門職業人として成長して生きていく態度を持ち、ひいてはひとりの人間として

人格の陶冶を目指すこと。 

求められる資質 

○子どもの立場に立った物事の考え方ができること。 

○職員のチームワークを前向きに深め、その中で自分の専門性を発揮しようとすること。 

○施設の特色を把握し、その特色を上手く活用し、限られた予算の範囲内で可能な限り子どもにとっ

て最高のサービスができるよう、積極的に努力すること。 

求められる職員像 

経験年数 勤務態度 能力（専門性） 

3 年目まで 就業規則を遵守し職務に励むとと

もに、職務分担表にある係分担を

先輩職員の助言を求めながら確実

に遂行することができる。 

児童養護施設の目的及び本園の援助方針を理

解して児童への援助を適切に行なうことがで

きる。（児童への接し方に愛情と温かさが感

じられるか。） 

5 年目 職場における自己の役割を理解

し、他の職員と協力して責任を

もって職務を遂行することができ

るとともに、会議などで自分の意

見をはっきりと述べることができ

る。 

児童と信頼関係を築いていくための資質と技

能を身につけているとともに、育児、保育、

教育、心理、グループワーク、相談援助など

児童の援助に関わる分野で、必要最小限の知

識を身につけている。（被虐待児など関係形

成の難しい児童に対して場に応じた対処がで

きるか。保護者に対しても指導助言を行なう

ことができるか。） 

10 年目 率先して職務を遂行し、かつ、施

設全体の職務の遂行状況を把握し

て若手職員を補助することができ

るとともに、行事等の企画立案で

は創造性を発揮することができ

る。 

経験と知識に基づき児童を客観的に理解し適

切な支援プランを作成することができるとと

もに、若手職員へも適切な指導助言を行なう

ことができる。（ケース会議等では専門的見

地から積極的に発言し、各児童の自立支援計

画の策定に関与しているか。日常の援助場面

で他の職員から相談を受けているか。） 

20 年目 他の職員の模範となるよう職務を

遂行することともに、他の職員へ

の指導助言を適切に行なうことが

できるなど、他の職員から信頼さ

れている。 

育児、保育、教育、心理、グループワーク、

相談援助など児童の援助に関わる分野のいず

れかで高度の専門的知識技能を有し、それを

処遇に生かすとともに、他の職員にも伝えて

いくことで職場全体のレベルアップに寄与し

ているか。 

 

 



 

3 
 

児童養護施設における人権擁護と人権侵害の禁止・防止・対応のために 

【１０の基本原則】 

１．入所児童の人格の尊厳を尊重し、子どもの権利擁護と養育に努める（権利擁

護） 

２．入所児童の育ちの拠点として、子どもの成長、発達する権利を保障する（成長

の保障） 

３．入所児童の一人ひとりの個性を尊重し、子どもの悩みや相談、そして願いや要

求に真摯に向き合い、子どもの主体的な意思や自己決定の過程を支援する（主体

性の尊重） 

４．入所児童のプライバシーを守り、子どもとの信頼関係を醸成することや、子ど

もたちの良好な人間関係を築く（信頼関係） 

５．入所児童が安心し、安全・安定した生活の営みを得られるように援助・支援を

はかるとともに、施設における生活環境づくりに努める（安定した生活） 

６．入所児童に対する体罰や不適切な関わりは人権侵害であり、いかなる理由があ

れ、許さない（人権侵害の否定） 

７．児童養護施設の事件、事故については、リスクマネジメントの観点から、その

発生予防を第一義とし、事件等の発生時においては、迅速かつ適切に対応する

（発生の予防と対応） 

８．児童養護施設においては、常に施設全体での法令遵守と倫理意識の高揚に努め

るとともに、職員が倫理観を確立させ、人間的な成長と研鑽に努めるよう働きか

けていく（倫理観の確立） 

９．児童養護施設が子どもの権利擁護の拠点であるとの使命と役割を認識し、職員

が子ども一人ひとりに適切な援助・支援、対応が行われているか、常に点検と職

員間の十分な連携をはかるとともに、職員が援助・支援の方法と技術を習得する

よう、働きかけていく（点検と研鑽） 

１０．保護者をはじめ、児童相談所など関係機関や専門職、地域住民やボランティ

アなどと連携協力し、地域社会からも信頼され、地域とともに歩む施設運営に努

める（地域社会との連携） 
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【人権の尊重に基づく行動規範】 

１．法人・施設の役員および職員は、子どもに対していかなる理由があっても、体

罰や不適切な関わりは一切行わない 

２．法人・施設の役員および職員は、子どもに対して人格を傷つけ、否定するよう

な態度や差別的な言動をとらない 

３．法人・施設の役員および職員は、子どもの人格を尊重した呼称を基本とし、子

どもの訴えなどに対して無視、放置や威圧的な態度をとらない 

４．法人・施設の役員および職員は、子どものプライバシーの保護をはかるととも

に、個人情報を他に漏らしてはならない 

５．法人・施設の役員および職員は、子どもへの当該施設職員等による体罰や不適

切な関わり等の事実があった場合は、これを明らかにするとともに、役職員側に

非がある場合は真に謝罪する 

 

 

全国児童養護施設協議会 倫理綱領 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国児童養護施設協議会 

原 則 

 児童養護施設に携わるすべての役員・職員（以下、『私たち』という。）は、日本国憲法、世

界人権宣言、国連・子どもの権利に関する条約、児童憲章、児童福祉法、児童虐待の防止

等に関する法律、児童福祉施設最低基準にかかげられた理念と定めを遵守します。 

 すべての子どもを、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、保護者

の社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重します。 

使 命 

 私たちは、入所してきた子どもたちが、安全に安心した生活を営むことができるよう、子ど

もの生命と人権を守り、育む責務があります。 

 私たちは、子どもの意思を尊重しつつ、子どもの成長と発達を育み、自己実現と自立のた

めに継続的な援助を保障する養育をおこない、子どもの最善の利益の実現をめざします。 
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倫理綱領 

１．私たちは、子どもの利益を最優先した養育をおこないます 

 一人ひとりの子どもの最善の利益を優先に考え、24 時間 365 日の生活をとおして、子ど

もの自己実現と自立のために、専門性をもった養育を展開します。 

２．私たちは、子どもの理解と受容、信頼関係を大切にします 

 自らの思いこみや偏見をなくし、子どもをあるがままに受けとめ、一人ひとりの子どもとそ

の個性を理解し、意見を尊重しながら、子どもとの信頼関係を大切にします。 

３．私たちは、子どもの自己決定と主体性の尊重につとめます 

 子どもが自己の見解を表明し、子ども自身が選択し、意思決定できる機会を保障し、支援

します。また、子どもに必要な情報は適切に提供し、説明責任をはたします。 

４．私たちは、子どもと家族との関係を大切にした支援をおこないます 

 関係機関・団体と協働し、家族との関係調整のための支援をおこない、子どもと、子ども

にとってかけがえのない家族を、継続してささえます。 

５．私たちは、子どものプライバシーの尊重と秘密を保持します 

 子どもの安全安心な生活を守るために、一人ひとりのプライバシーを尊重し、秘密の保持

につとめます。 

６．私たちは、子どもへの差別・虐待を許さず、権利侵害の防止につとめます 

 いかなる理由の差別・虐待・人権侵害も決して許さず、子どもたちの基本的人権と権利を

擁護します。 

７．私たちは、最良の養育実践を行うために専門性の向上をはかります 

 自らの人間性を高め、最良の養育実践をおこなうために、常に自己研鑽につとめ、養育と

専門性の向上をはかります。 

８．私たちは、関係機関や地域と連携し、子どもを育みます 

 児童相談所や学校、医療機関などの関係機関や、近隣住民・ボランティアなどと連携し、

子どもを育みます。 

９．私たちは、地域福祉への積極的な参加と協働につとめます 

 施設のもつ専門知識と技術を活かし、地域社会に協力することで、子育て支援につとめ

ます。 

１０．私たちは、常に施設環境および運営の改善向上につとめます 

 子どもの健康および発達のための施設環境をととのえ、施設運営に責任をもち、児童養

護施設が高い公共性と専門性を有していることを常に自覚し、社会に対して、施設の説明

責任にもとづく情報公開と、健全で公正、かつ活力ある施設運営につとめます。 

 

2010 年 5 月 17 日 制定 
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法人としての取り組み（中長期的目標） 

令和5年4月 

１ 施設養護の充実 

次のように家庭的養護の推進、里親委託の推進、併せてアフターケアの充実を目指していく。 

 

 

 

 養徳園 氏家養護園 

２

０

２

２

年

度

ま

で 

の

状

況 

定員 40 名 

完全ユニット化 

小規模グループケア 6か所 

（本館 3 か所、分園 3か所） 

地域小規模施設 2か所 

家庭支援専門相談員 2名配置 

里親支援専門相談員 

自立支援専門相談員の配置 

児童家庭支援センターの設置 

（27 年 4月） 

夜間・休日相談体制整備事業受託 

（28 年 4月） 

 

受け入れ定員 52 名 

定員 40 名 

完全ユニット化 

小規模グループケア 6 か所 

（本館 4か所、分園 2か所） 

家庭支援専門相談員 2 名配置 

里親支援専門相談員の配置 

自立支援専門相談員の配置 

南小学童保育センター運営受託 

子ども食堂（南っ子食堂）休業→宅食 

 

受け入れ定員 40 名 

２

０

２

３

年

度 

地域小規模児童養護施設 1 か所を分園型

小規模グループケアに転換 

野沢ﾎｰﾑ転換(実習生及び電話相談利用) 

小規模グループケア 6か所 

（本館 3 か所、分園 3か所） 

地域小規模児童養護施設 1か所 

一時保護受け入れ 4名 

里親レスパイト拠点の整備 

3 人目の家庭支援専門相談員配置 

 

受け入れ定員 50 名 

6 月に分園新設（6名）→ 

小規模化グループケア 7か所 

（本館 4か所、分園 3か所） 

3 人目の家庭支援専門相談員配置 

2 人目の里親支援専門相談員配置 

 

受け入れ定員 40 名 

２

０

２

９

年

度

ま

で 

地域分散化を進める。 

本館 小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ 3 か所 

分園型ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ 3 か所 

一時保護受け入れ４名 

野辺山の家廃止→喜連川町内にｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

新設 

 

受け入れ定員 50 名 

 

西那須野地区に児童家庭支援ｾﾝﾀｰ機能を

有する地域小規模施設（６名）及び一時

保護受け入れ施設を整備 

地域分散化を進める。 

本館 ６名のユニット４か所 

氏家地区に分園型小規模グループケア

（４～６名）を３か所整備 

 

受け入れ定員 40 名 
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２ 新しい社会的養育ビジョンへの対応 

「新しい社会的養育ビジョン（以下、新ビジョン）」に基づき、2029年までの都道府県推進

計画が策定された。この計画は、児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模か

つ地域分散化を、概ね10年程度で実現すること念頭に置き策定されている。 

これらは地域それぞれの実情に合わせて具現化されていくことになると思われる。養徳園が

所在する栃木県及びさくら市の状況を改めて精査するとともに、こうした方向性を全職員が共

有していきたい。 

 

３ 小規模化及び地域分散化の推進 

養徳園においては、昨年度より４名定員のグループホームが認められたことで、手狭感のあ

るグループホーム（野沢・野辺山・オアシス）の定員を６名から４名に引き下げたい。併せて

一時保護やショートステイに対応するための定員枠を設定したい。将来的には、本体施設は一

時保護やショートステイへの対応、さらに里親委託予定児童の生活の場として機能させたい。 

氏家養護園においては、氏家地区（南小学区）にグループホーム３か所を確保することで地

域分散化を完成させたい。そのことで現在利用している琴平の家及びみやこ家が空くことにな

るが、返却するのか、新たに利用するとしたらどんな機能をもたせるのか検討していきたい。 

 

４ 地域の子育て支援への参画 

新ビジョンにおいて要保護児童への在宅支援の推進が謳われている。施設の多機能化の具体

策として下記の取組を行っていきたい。 

 

・児童家庭支援センターの機能の強化 

近隣市町の要保護児童対策地域協議会（以下、要対協）との連携にはもっとも力を入れ、

併せてショートステイ及びトワイライトステイの受け入れ体制を整備するとともにヤング

ケアラーへの対応についても考えていきたい。 

 

・学童保育センターにおける支援の充実 

29年度から南小学童保育センターの運営をスタートさせたが、南小学童保育センターは

人口が急増する地域にあり、支援を必要とする子育て世帯も多い。利用する子ども、保護

者のニーズに細やかに対応していきたい。その一つとして長期休業中の給食の提供、併せ

て子ども食堂（南っ子食堂）を開設しているが、継続していきたい。 

 

・子ども家庭総合支援拠点への関与 

来年4月迫った改正児童福祉法の施行を踏まえて、さくら市と連携しながら地域子育て支

援に力を入れたい。今年度から要支援児童見守り強化事業の委託を受けることとなった。

市内の在宅児童とつながりながら、適時必要な支援を届けていきたい。また、さくら市か

らはショートステイの受け入れ先の開拓について委託されており、今後里親ショートステ

イを具体化していく取り組みをさくら市とともにやっていくことになろう。 

 

・子どもの居場所づくり 
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上記の支援拠点には、従来の児童家庭福祉では拾いきれない子育てニーズに対応するこ

とが求められている。児童養護施設の機能（365日24時間子どもを養育していること）を生

かし、家庭の養育機能を補完する場として、子どもの居場所づくりに取り組んでいきたい。 

 

・県北地区に地域子育て支援拠点を整備 

養徳園への依頼の多い県北地区（西那須野）に地域子育て支援のために拠点を設けたい。

具体的には、児童家庭支援センター機能を有するグループホームを１か所及び一時保護受

け入れ施設を整備したい。 

 

 

 

５ 里親養育の支援 

・フォスタリング機関との連携 

本園がこれまでに取り組んできた里親支援の実績を踏まえて、フォスタリング機関（栃

木フォスタリングセンターとの連携を強め、里親のリクルート、養育支援、研修・啓発に

取り組んでいきたい。 

さまざまな背景をもつ子どもの養育は平坦ではない。里親自身の子育て知識や技能、養

育観、思いもまちまちである。子どもの最善の利益を考慮しながら時間をかけた丁寧な

マッチングに努めるとともに、施設から里親委託をした子どもについて里親と協働で育て

ていく姿勢をもち、常に子ども状況に関心をもちながら里親･里子を支えていきたい。 

 

・ファミリーホームの設立支援 

里親委託の推進は日本の社会的養護の大きなテーマであることを踏まえれば、養徳園が

施設養護に拘ることは将来的な発展には繋がらないと思われ、里親やファミリーホームへ

の支援を強化していかなければならない。また、養徳園の職員には将来ファミリーホーム

をやりたいと希望する者が数名おり、ファミリーホームの設立支援を考えていきたい。 
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児童養護施設 養徳園 

１ 児童養護施設養徳園の運営について 

(1) 全体方針 

「新しい社会的養育ビジョン（以下、新ビジョン）」の具現化のために、2029年までの都道府

県推進計画が策定された。今後家庭養育原則の方針の下、社会的養護の中心は施設から里親へ移

行していくことになる。そのような中、児童養護施設にはこれまで以上に地域の子育て支援への

参画が求められ、またより高いケアニードをもった子どもの入所が予想されるなど、高機能・多

機能化が求められている。国は里親委託と共に施設の小規模化・地域分散化を強く推進していく

ことが明確になり、本園としても今後の体制について検討していくことが求められる。 

完全ユニット化して９年が経過し、小規模化に伴うさまざまな課題に向き合い続けている。今

年度より「野沢ホーム」を廃止し、地域小規模養護施設「野辺山の家」を分園型小規模グループ

ケアとしていく。これまで通り「日々の生活のいとなみ」や「職員との関係性」を重視しながら

も、子どもを見立てる（アセスメント）力、表出するさまざま問題への対応力など、職員個々の

スキルアップが求められている。リーダー研修や新任職員研修など階層別の研修を実施し、また

OJTの充実など職員の育成にもさらに力を入れていきたい 

児童養護施設を取り巻く環境は激動期にあるが、児童養護施設の本分はあくまでも「養育」で

ある。「養育のモデルを示せる水準」を目指して質の向上に取り組んでいきたい。 

組織運営については、４つ委員会（給食、環境美化、安全管理、広報）と特別委員会（性教育

委員会）を設け、これまでの成果と課題を踏まえ、職員全体で取り組んでいきたいと思う。 

 

(2) 養育・支援について 

家庭的養護の推進には、単に養育の形態を家庭的にすればよいというのではない。日々の生活

の営みを通して子どもと職員との信頼関係を構築していくことが大切である。真に「家庭的」と

はどのようなことなのかを模索しながらケアにあたっていきたい。 

子どもの養育に携わる施設職員には日々、専門職として研鑽を積んでいくことが必要であるの

はいうまでもなく、同時に、職員個々が巧みに連携しあいチームとして機能していくとともに、

職種に関係なく全職員が一体となって子どもの問題に対応していく体制をつくっていかなければ

ならない。 

以上のことを踏まえて、令和５年度は次のような取組をしたい。 

より実践的な援助マニュアルの策定 

養育実践の理論化と実践事例を加えた援助マニュアルを策定し、特に新任の職員を対象に人

材の育成に努めてきた。今年度は集中的にマニュアルを生かした研修を行い、さらなる養育の

質の向上を目指していきたい。そのために下記の事項について実践事例を収集していきたい。 

ア 生活の質の向上 

不条理で理不尽な環境の中で育ってきた子ども達の自己肯定感は低い。自己肯定感の涵

養には子ども自身が「大切にされている」と実感できなければならない。そのためにも

日々の生活のいとなみを改めて見直していきたい。「大切にされている」と実感できるため
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に、基本的な生活（衣食住）に心のこもった配慮が求められる。それと同時に特別なケア

を必要とする子どもたちに専門的な支援を生活の中で提供できるのが施設の強みでもある。

専門性をベースにしながら、子どもたちへのまなざしをどう持ち生活の質を向上していく

のか、職員全員で考えていきたい。 

イ 生い立ちの整理と育てノートの実践 

生い立ちの整理は、出生から今日までつながりのある人生であることを確認することであ

る。これはこれから子どもの人生を確固なるものするために欠かせない作業である。そして

育ちアルバム及び育てノートの作成は、職員と子どもがその子の人生に一緒に向き合ってい

くため、またその子の生い立ちと特性を理解するために必要なプロセスである。 

ウ 性的問題、子ども間暴力への対応 

危機管理マニュアルに基づき施設内に起こり得る子ども間の問題の対応について職員間で

共通理解を図りながら考えていく。昨年度より特別委員会として設けた「性教育委員会」

においては、引き続き子ども並びに施設環境のアセスメントを進めていく。また既存の性

教育グループ（通称：YTEカンパニー）についても、これまでの事例や性教育のプログラム

の積み重ねを行い、日常生活に組み込む取り組みを行いたい。 

エ 学習指導の充実 

子どもたち個々の状況（潜在的な能力、これまでの養育環境、自己肯定感などの要素）の

理解に努め、生活の場での学習指導についての研鑽に励みたい。また小学生に対しては引き

続き「公文式教育」の徹底を図りたい。公文式については、学力の向上だけではなく、学習

習慣や学習態度の確立の面からも積極的に取り組んでいきたい。 

オ 職業指導、リービングケア及びアフターケアの強化 

リービングケアについてはユースアフターケア協同組合が行う自立支援研修に積極的に参

加するとともに、高齢児合宿を実施し、自立に向けての意識の涵養に努めたい。 

アフターケアについては、OB・OG会を開催するなどして退所者の現況の把握につとめたい。

また、本園にアフターケアの窓口の設置をはじめ、施設退所後の就労を含む生活状況を見守

り必要に応じた支援を行うことで、職場への定着を図り社会的自立を促す。 

カ 施設養護におけるソーシャルワーク機能の充実 

親子関係の再構築や施設退所後のアフターケア等、家族へのアプローチがこれまで以上に

求められている。そのため、家庭介入のあり方、関係機関との連携などに関するスキル

アップを目指したい。 

キ 里親委託の推進 

里親支援専門相談員が配置され里親の開拓および委託の促進が求められている。職員にお

いても里親制度への理解を深め、その推進（ふれあい里親を通しての交流など）、支援（里

親委託後のレスパイト対応など）に取り組んでいきたい。 
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(3) 行事 

 

全体行事 

※1 感謝の日を年1回（日中）とする。関係者、支援者を招待し、各ユニットでもてなす。 

※2 つるし雛の制作を、年間を通して行う。一般公開する。 

 

ユニット行事 

季節の行事（花見、GW、プール、月見、正月、スキーorスケート） 

 

 

R５年度係り分担 

4月 交通指導（薄井）、花見ウォークラリー（給食委員会・安全管理委員会） 

5月 五月人形･こいのぼり（栗林・金澤遼） 

幼児遠足（石井・平間） 

7月 七夕（稲田・重田・熊谷）、奉仕作業（環境美化委員会） 

8月 バス旅行（運営会議）、 

高齢児合宿（内山・栗林・人見・薄井・重田） 

9月  

10月 里親交流事業（永山・松本・金澤俊・万年・金子・鈴木紀） 

11月 七五三（菅原）、 

創立記念日（薄井・福田寿・佐藤晴） 

12月 非常時総合訓練（安全管理委員会）、奉仕作業（環境美化委員会）、 

1月 ｶﾚﾝﾀﾞｰ製作（広報委員会） 

2月 つるし雛･ひなまつり（福田美・寺澤・饗庭・手塚・金子）、 

文化祭（万年・金澤遼） 

3月 送別会（                   ） 

同窓会（                   ） 

その他 感謝の日（ユニット代表者会、金子 ） 

 

 

月 行 事 月 行 事 

４月 交通指導、花見ウォークラリー ５月 幼児遠足、GWユニット楽しみ会 

６月 OBOG会 ７月 七夕、奉仕作業 

８月 バス旅行、高齢児合宿 ９月  

10 月 里親交流事業 11月 七五三、創立記念日 

12月 
非常時総合訓練、奉仕作業、クリスマ
ス会 

１月 カレンダー製作 

2月 感謝の日※1 ３月 ひなまつり※2、送別会、同窓会 
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２ 地域小規模児童養護施設「オアシスの家」の運営について 

(1) 援助環境 

虐待など不適切な環境の中で生活してきたことに配慮し、担当職員が長期的に受容し手厚いケ

アをしていく。また、より家庭的な環境に心がけ、子どもの気持ちが安定するよう援助していく。 

(2) 生活指導 

時間をかけて個々のペースに併せ、基本的生活習慣の習得に努める。職員が手本となったり、

また、子どもにどうしたらよいか考えさせたり、指導方法・内容を工夫していく。 

(3) 地域との関係 

地域の自治会や育成会に加入し、地域の一員としての自覚をもって生活する。また、スポーツ

少年団や公民館活動に積極的に参加する。 

(4) 行事 

小規模施設の特長を生かし、子どもの状況に応じて臨機応変に適時行事を企画するようにする。

行事の回数や費用が本園の実態と比較してかけ離れたものとならないよう配慮する。 

(5) 本園との関係 

朝、昼の打ち合わせに参加し情報の共有に努める。 

休日の日中など職員が手薄に場合にも積極的に本園を利用するなど、本園のサポートの下、運

営をしていく。 

創立記念日、卒園式など大きな行事は、本園と一緒に行い子ども同士の交流を図る。 

(6) 職員の資質向上 

日常の援助が独善的とならないよう自己研鑽に励むと共に、職員間で互いに評価しあうなど、

自己の援助のあり方を省みる機会を確保する。 

とりわけ子どものとの適正な距離のとり方についてスキルアップを図る必要がある。 

  



 

13 
 

３ 児童家庭支援センター「ちゅうりっぷ」の運営について 

 

 児童家庭支援センターちゅうりっぷは、子育てに困難を感じる保護者または子どもに対して、

サインズ・オブ・セーフティ（解決志向アプローチ）をベースにした相談事業、ショートステ

イ・トワイライトステイ等による一時預かり事業を行う。また地域支援として虐待に至ってし

まった父親・母親のためのMYTREEペアレンツ・プログラム、弁当配食を通じてヤングケアラー・

ネグレクト家庭等への支援、さくら市からの委託契約事業としてショートステイ里親に対する研

修相談等業務を実施し、保護者が地域の支援者と安心、安全を感じながら子育てを行える環境を

整えていく。 

本年度の重点事項として、一時保護、ショートステイ等の一時預かり事業について、最大限受

け入れるよう努める。ショートステイ里親等事業を自治体と協働し、安全と安心が保障される子

どもの居場所への理解を広げる。 

 

１ 地域・家庭からの相談に応ずる事業の推進 

ア） 電話相談、来所相談、訪問相談等による支援を推進する。また児童相談所からの指導委

託など、一時預かりや虐待の再発が高いケースは定期的なアセスメントを行い、関係機

関と支援の方向性を協議する。 

 イ）子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）に関して必要と判断されれ

ば関係機関と連携し、事前事後の面談、家庭訪問等を行う。 

  

２ 市町の求めに応ずる事業の推進 

 ア）さくら市援助方針会議へ主体的にかかわる。 

 イ）さくら市の委託契約事業としてショートステイ里親に対する研修相談等業務、令和5年度

からのさくら市見守り強化事業（仮称）にかかわる。 

   

３ 都道府県又は児童相談所からの受託による指導と里親等への支援の推進 

 ア）児童相談所からの指導委託に関し、関係機関との情報共有と連携を推進する。（再掲） 

 イ）里親及びファミリーホームに対する・支援を推進する。具体的には、里親への個別支援で

なく、里親が地域で子育てするための支援、バックアップを児家センの目標にする。ショ

ートステイ里親の体制整備、相談体制の構築、里親サロンも他との差別化などを念頭にす

る。 

 

４ 関係機関等との連携・連絡調整の推進 

 ア）各市町の要保護児童対策地域協議会への参画とケースの協働を行う。 

 イ）民間団体等との虐待防止活動を行う。 

 

 

 

 



 

14 
 

児童援助の構造図 

R5.4.1 
 
 

  

○児童福祉法及び児童憲章、子どもの権利に関する条約の理念を理解し、常に

子どもの最善の利益を考慮した援助に努める。 

◯家庭崩壊等で精神的ダメージを受けている現状を鑑み、子ども一人一人の共

感的理解に努める。 

○本園が子どもの精神的安定の場となるよう、職員と子どもとの関係性を重視

し、家庭的養護の推進に努める。 

○子どもとかかわり続ける方針の下、退所後の援助にも心を砕き、子どもの社

会的自立を支援する。 

○地域とのかかわりを重視し、地域の養育力を最大限生かした援助に努める。 

援 助 目 標 

○家庭的養護の推進 

◯基本的生活習慣の確立 

◯被虐待児への心理療法 

○親子関係の再構築 

◯個々の学力に応じた学習指導 

○性教育 

○職業指導 

○リービングケアとアフターケア 

◯関係機関との連携 

○権利擁護のしくみ 

○地域との交流 

○情報の公開 

○ボランティアの活用 
 

間接的援助 

直接的援助 

基本的生活援助 

援 助 方 針 

“明るく、素直に、あたたかく”をモットーに、あいさつを大切

にし、すべての児童が将来望ましい社会人になるよう援助する。 

社会的自立を目指した援助 

非常災害対策 

◯楽しい食事 

◯きれいな住環境 

◯清潔な身だしなみ 

職場研修の推進 
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令和５年度職場研修計画書 
児童養護施設 養徳園 

 

【目的】 

１ 児童養護施設職員としての各々の職種に応じた基本的知識・技能を身に付ける。 

２ 職員それぞれが個人の能力特性を生かし、高い専門性を身に付ける。 

３ 本園の職員としての資質を高める。 

【園内研修】 

・ 新任職員研修（毎月） 

・ 園内研修（年間8回） 

テーマ 月 研修の着眼点 

生活の質の向上  ・日々の養育の営みですべきこと 

・子どもの回復と育ち 

・施設の高機能化（小規模、地域分散化について） 

学習指導の充実（生活

支援の意義と基本的生

活スキルの習得） 

 ・安全で安心できる生活が子どもの成長・発達にもたらす

意義を理解する 

・就学前～思春期～青年期の発達段階について 

性的問題、子ども間暴

力への対応 

 ・施設内に起こり得る子ども間の問題についてアセスメン

ト及び共通理解を深める 

・性教育プログラムの日常生活への組み込みについて考え

る 

リービングケア及びア

フターケアの強化 

 ・包括的アセスメントとは何か 

・子どもの行動化やSOSサインに気づきその背景にある要因

についてのアセスメントする力をつける 

生い立ちの整理  ・社会的養護にある子どもの喪失とは 

・レジリエンスとは、その可能性 

・ライフストーリーワークの実践＝生活史を紡ぎなおす 

施設養護におけるソー

シャルワーク機能の充

実 

（親の理解と家族支

援） 

 ・子どもにとって親とは 

・子どもを虐待してしまう親の心理 

・親の理解（精神疾患や嗜癖、発達的あるいは人格的バラ

ンス） 

里親委託の推進  ・里親制度の変遷とこれからの展望 

・里親養育の理解と里親との養育の協働について考える 

アタッチメントとトラ

ウマの理解 

 ・アタッチメントとトラウマの理解（被虐待ケースを中心

に考える） 

・トラウマインフォームドケアの視点で日常の生活を支え

る事例検討 





 

[ここに入力]  [ここに入力] 

【法人としての職員研修】 

 

1 リーダー研修（施設長、ユニットリーダー、グループリーダー、FSW、心理担当） 

 4月、8月を除き、計10回実施 

 

2 幅広い視野をもつための勉強会 

 5/10 はなの家、星の家、月の家、TFCを訪問→懇親会 

6/2 ハイキング（尾瀬） 

 

3 アタッチメントとトラウマの理解（2回、新任職員は必須） 
 東 

 

4 レジェンドとの座談会（新任職員は必須） 

加藤、森、斉藤、酒井 

 
5 権利擁護と養育の基本 総合施設長 

 

6 中堅・若手が語る児童養護  

 

８ 県養協 

 新任職員研修   

 若手研修   

 中堅職員   

 上級職員   

基幹的職員   

 県外派遣   

 

９ 外部研修 

 関ﾌﾞﾛ職員  総合施設長 

 関ﾌﾞﾛ研究協議会  園長、総合施設長 

 全国施設長  園長、総合施設長 

 関ﾌﾞﾛ事務管理運営者 園長、豊岡、総合施設長 

 指導者研修（子どもの虹）  指導者合同研修（子どもの虹）  

 SBI研修  

 中堅職員研修（全養協）   

FSW研修（全養協）  

 相談援助に関するもの（児家ｾﾝ）  被虐待児のケアに関するもの 

 性的な問題に関するもの  発達障害に関するもの   

学習指導に関するもの法人としての職員研修 

 

栃養協部会 

 

ｹｱﾜｰｶｰ  松本・薄井 

FSW  金澤遼・森 

調理   金子 

書記     豊岡・鈴木紀 

看護師   安齋 

心理     東 

里親  永山 
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R5 年度 研修計画 

研修内容 講師 日時 場所 
ｹｱﾜｰｶｰ 

施設長 
栄養士 

調理 
書記 心理 看護 FSW 

特別指

導員 新任  ~3 年 ~10 年 10 年超 

1 リーダー研修 

(ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ) 

お互い 毎月第 3

水曜 AM 

未定 ■ ■ GL〇 

■ 

YL〇 

■ 

〇 ■ ■ ○ ■ 〇 ■ 

2 広い視野を持つための

勉強会 

総合施設長 5/10 

6/2 

外 ○     新○ 新○ 新○ 新○   

3 アタッチメント 東 6/15P 喜連川 ○     新○ 新○ 新○ 新○   

トラウマ 東 7/6P 喜連川 ○     新○ 新○ 新○ 新○   

4 レジェンドとの座談会 齋藤､酒井

加藤､森 

12/13A 

12/13P 

氏家 

喜連川 

○     新○ 新○ 新○ 新○   

5 権利擁護と養育の基本 総合施設長 9/12A 

9/12P 

氏家 

喜連川 

毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 

6 中堅・若手が語る児童

養護（座談会） 

中堅・若手 1/18A 

1/18P 

氏家 

喜連川 

毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 毎○ 

7 

栃

養

協 

新任職員研修   ○     新○ 新○ 新○ 新○  新○ 

若手職員研修    ○    △ △ △ △ △ △ 

中堅職員研修     ○   栄〇 △ 〇 〇 〇 △ 

上級職員研修     〇     ○    

基幹的職員研修      〇  △ △ △ △ △ △ 

研修内容 講師 日時 場所 ｹｱﾜｰｶｰ 施設長 栄養士 書記 心理 看護 FSW 特別指
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日時の A：10:00~ P：13:30~ N：19:00~  所要時間は 90分 

○：必須、新○：新任の年に必須、毎〇：毎年受ける、△：該当する者のうちから施設長が指名 

□：該当する者のうち希望者、■：希望者 

●：施設長が必要と認めた研修、▲：施設長が必要と認めた研修に該当する者のうちから施設長が指名 

【別紙研修計画に関する留意事項】 

・ １～４の研修は新任職員は必須。他の職員も参加可。・５と６は毎年すべて職員が受講すること。 

・ 8の研修については、施設長が把握していない研修もあるので、希望があれば積極的に申出ること。ただし、研修に出してくれるかどうか

は、予算、内容（業務に直接関係あるか）、本人の必要性、などによって判断する。また、必要経費は施設が負担するが勤務外ということ

もある。 

新任 ~3 年 ~10 年 10 年超 調理 導員 

8 

外

部 

関ﾌﾞﾛ施設長       ○       

全養       ○       

関ﾌﾞﾛ職員   △ △ △ △  △ △ △ △ △ △ 

関ﾌﾞﾛ事務職員         ○     

指導者研修（子どもの虹）      ○        

中堅職員研修（全養）     ○ ○        

SBI 研修     ○         

集団給食従事者研修        ○      

相談援助に関するもの     ▲ ▲      ●  

心理療法に関するもの          ●    

被虐待児のケアに関するもの    ▲ ▲ ▲    ●    

発達障害に関するもの   ▲ ▲ ▲ ▲    ●    

性教育に関するもの     ▲ ▲        

学習指導に関するもの     ▲ ▲       ● 





















































  

 

令和５年度 

南小学童保育センター 

事業計画書(案) 

 

 

 

社会福祉法人 養徳園 

 



令和５年度の運営について 

１、支援員体制 

センター A組  ３年生担当 中村洋子 見目和枝 手塚春美 

  B組  １年生担当 菊池千晴 福嶋通子  

  F組  １年生担当 大根田枝里子 小室みず江 大谷宰子（４月） 

分室   E組（第２学童） ２年生担当   荒川秀美 小堀久美子 半田美紀子 

     C組（プール棟） ４年生・６年生担当  中山智子 中山幸夫 

     D組（プール棟） ５年生         柏木広子 佐々木百代 

全体支援職員  黒尾マリ子 福田三江子 

地域支援職員  田代喜美子 

２、体制の考え方  

 ① 現時点で、１８９名（別紙Ⅰ）の申請が出ており、各教室の担当支援員が責任をもって、児童が 

安心して安全に過ごせるよう細心の注意をもって努める。 

 ② 全支援員が常に連携を図り、児童の様子に気を配り、児童間のトラブル、保護者からの要望等に 

迅速かつ丁寧に対応するとともにセンター長への連絡報告相談を確実に行う。 

 ③ 児童が下校するまでの時間を有効かつ計画的に活用し、ミーティングの中身の充実をはかり、情 

報共有、また児童の受け入れに必要な準備を進める。 

 ⑤ 各担当は、ミーティングで話し合い、行事等にそって発注をセンター長と連携する。おやつ担当は、 

食物アレルギーや体調管理が必要な児童については確実に対応する。 

 ⑥ 健康状態に配慮が必要な児童には職員が連携し的確に対応する。 

２、各担当  ◎おやつ係  小室 中村 荒川 柏木 

     季節感のあるおやつの発注をとりまとめる。食物アレルギーや健康上配慮の必要な児童には 

個別に準備する。 

     ◎行事・保育材料係   菊池 見目 小堀 中山（智） 

     児童が楽しく過ごせるよう工夫し各月の行事を計画するとともに、行事に必要な保育材料や 

衛生用品等が不足しないよう確認しセンター長に発注を依頼する。 

     壊れた玩具・破れた図書等がないか点検し必要に応じて補充する。 

３、春休みのシフト  別紙Ⅱのとおり 

４、学童保育のスケジュール  別紙Ⅲのとおり 

５、指導員の業務とミーティングの持ち方   

① 基本的に通常時は１４時から全体でミーティングを実施する。 

 ② 春休み等一日保育の場合は交代勤務になり、全体ミーティングができないため連絡ノートを十分 

に活用し午前・午後の支援員でよく引き継ぎを行う。 

４、延長保育の対応 

①  柏木がとりまとめ、翌月にセンター長が請求書を作成する。 

②  分室は１８時２０分になったらセンターに移動しセンターで合同延長保育を行う。センターに 

引率する際は安全に十分注意する。 

 

 

         報告
ほ う

・連絡
れ ん

・相談
そ う

を確実に！！！ 
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基本方針 

 

１ 放課後児童クラブ運営指針に則った運営 

国が示した放課後児童クラブ運営指針を職員一人一人が理解し、それを順守する。 

 

２ 切れ目のない子育て支援 

  地域、家庭の養育機能が低下する今日、放課後児童クラブには家庭養育を補完する役割が

求められている。家庭養育の問題は、子どもが学齢に達した後に多く見えてくるが、 

  年齢が高くなるにつれ、子ども・家庭への適切な支援がないのが現状である。養徳園に併設さ

れている児童家庭支援センターとも連携の下、支援を必要とする子ども・家庭のニーズを的

確に把握し、適切な支援を切れ目なく届けていくことを心掛ける。 

 

３ 子どもの居場所としての放課後児童クラブ 

  放課後児童クラブは、子どもがくつろげ、交流できる空間でなければなりません。クラブに来る

と「楽しい」「ほっとする」と思えるような居場所を目指し、子ども同士の、よき大人との出会い、

語らい、遊び、行事等の参加による交流を通して、子どもの社会性・創造性・自主性を培って

いく。 

 

 

研修計画 

 

【目的】 

 １ 放課後児童支援員としての基本的知識・技能を身に付ける 

 ２ 職員それぞれが個人の能力特性を生かし、高い専門性を身に付ける 

 ３ 法人職員としての資質を高める 

 

【内容】 

 ・放課後児童指導員認定資格研修 

 ・発達障害の理解と支援に関する研修 

 ・コモンセンスペアレンティングの研修 

 ・子どもの権利擁護に関する研修 
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令和5年度　南小学童保育センター年間行事計画

＜活動のねらい＞

１．安全と安心を第一目的とし、心休まるアットホームな居場所を提供する。

２．家庭との連携をはかり、不測の事態に的確に対応できるよう努める。
3．各種ボランティア等と連携をし、地域の中で豊かな心身を育む。

月 主な行事 備考 月 主な行事 備考

4 誕生会 10 誕生会
歓迎会 社会性 ハロウイン準備 季節製作
お花見 季節行事 ハロウインパーティー季節行事
5 誕生会 11 誕生会
こどもの日お祝い 伝統行事 クリスマス飾りつけ 季節製作
鯉のぼり・兜製作
6 誕生会 12 誕生会
七夕飾り作り 季節製作 クリスマス会 季節行事

お正月の準備 季節製作
7 誕生会（七夕会） 伝統行事 1 誕生会
折り紙教室 知育 お正月の遊び 伝承

8 誕生会 2 誕生会
ミニ夏祭り 季節行事 鬼のお面作り 季節製作
折り紙教室 体育行事 豆まき 伝統行事
9 誕生会 3 誕生会
お月見飾り付け 季節製作 ひな祭り 伝統行事

お別れ会
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(合計192名)
36 28 32 25 43 28 (単位　千円）

南小計 センター長 学童A 学童B 学童C 学童D 学童E 学童F

23,300 3,700 4,200 2,800 2,800 2,800 4,200 2,800

1,400 300 200 200 200 300 200

700 200 100 100 100 100 100

1,980 132 396 264 264 264 396 264

16,300 3,300 2,500 2,700 2,000 3,300 2,500 保育利用料

800 100 200 100 100 100 200 延長・土曜・一時保育

44,480 3,832 8,496 6,064 6,164 5,464 8,396 6,064

賃金 25,200 3,000 4,700 3,200 3,200 3,200 4,700 3,200

職員諸手当 650 50 100 100 100 100 100 100 通勤手当等

法定福利費 3,900 500 700 500 500 500 700 500 社会保険･雇用保険料

小計 29,750 3,550 5,500 3,800 3,800 3,800 5,500 3,800

福利厚生費 290 30 45 45 40 40 45 45 健康診断料

会議費 30 30 定例打合せ他

消耗品費 350 350 紙･ファイル等

通信運搬費 300 300 電話・切手等

賃貸料 300 300 コピー機等

小計 1,265 1,010 45 45 40 40 40 45

消耗品費 2,600 500 400 400 400 500 400 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、洗剤等

光熱水費 1,600 1,600

修繕費 100 100 備品修繕

業務委託費 1,000 1,000 警備･消防･清掃業務委託等

損害保険料 300 300

保育材料費 2,200 400 450 300 300 300 450 画用紙､文具､書籍等

食糧費 5,550 1,100 750 1,100 750 1,100 750

予備費 115 115

小計 13,465 3,115 2,000 1,600 1,800 1,450 1,900 1,600

44,480 7,675 7,545 5,445 5,640 5,290 7,440 5,445

0 -3,843 951 619 524 174 956 619

令和5年度　収支予算書

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

区分

収
入

指定管理料

キャリアアップ処遇改善補助
金

処遇改善臨時補助金

保護者負担金

経常収入計(1)

支
出

人
件
費

事
務
費

事
業
費

経常支出計(2)

感染症対策事業費補助金
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